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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号。以下「法」という。）

第１３条第１項の規定に基づき、放送大学学園（以下「学園」という。）における法人文書の適正

な管理について、必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「法人文書」とは、学園の役員及び職員（以下「役職員」という。）が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、役職員が組

織的に用いるものとして学園が保有しているものをいう。ただし、法第２条第５項各号に掲げるも

のを除く。 

２ この規程において「法人文書ファイル等」とは、学園における能率的な事務又は事業の処理及び

法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書

（保存期間が１年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）

を一の集合物にまとめたもの（以下「法人文書ファイル」という。）及び単独で管理している法人

文書をいう。 

３ この規程において｢法人文書ファイル管理簿｣とは、学園における法人文書ファイル等の管理を適

切に行うために、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間

が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。 

４ この規程において「課等」とは、事務局の部（課を置かない部に限る。以下同じ。）、課、室及

び学習センターの事務室をいう。 

５ この規程において「文書管理システム」とは、法人文書を総合的に蓄積及び管理し、役職員がそ

れらの文書を検索、閲覧及び利活用することを可能とする情報システムをいう。 



 

 

（文書による事務処理の原則） 

第３条 職員は、その所属する組織の意思決定に当たっては文書を作成して行い、かつ、事務及び事

業の実績について文書を作成するものとする。ただし、処理に係る事案が軽微なものである場合に

は、この限りではない。 

 （別表第１の業務に係る文書作成） 

第３条の２ 別表第１に掲げられた業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の法人文書の類型

を参酌して、文書を作成するものとする。 

（文書の取扱に当たっての留意点） 

第４条 すべての文書は、正確、迅速に取り扱い、責任をもって処理しなければならない。 

２ 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注

意しなければならない。 

第２章 法人文書の管理体制 

（管理体制） 

第５条 学園に、総括文書管理者、副総括文書管理者、文書管理者、文書管理担当者及び監査責任者

を置く。 

（総括文書管理者） 

第６条 総括文書管理者は、事務局長をもって充てる。 

２ 総括文書管理者は、次の業務を行う。 

一 法人文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製 

二 法人文書の管理に関する必要な改善措置の実施 

三 法人文書の管理に関する研修の実施 

四 組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置 

五 法人文書ファイル保存要領その他この規則の施行に関し必要な細則の整備 

六 その他法人文書の管理に関する事務の総括 

（副総括文書管理者） 

第７条 副総括文書管理者は、総務部長をもって充てる。 

２ 副総括文書管理者は、前条第２項に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。 

（文書管理者） 

第８条 文書管理者は、部にあっては部長を、課にあっては課長を、室にあっては室長を、学習セン

ターの事務室にあっては事務長をもって充てる。 

２ 役員関係文書（法人文書のうち役員が職務上作成し、又は取得した文書）の管理に当たっては、

総務部総務課長を文書管理者とする。 

３ 教育・研究関係文書（法人文書のうち教員が職務上作成し、又は取得した文書）の管理に当たっ

ては、各教員を文書管理者とする。 

４ 文書管理者は、その管理する法人文書について、次の業務を行う。 

一 保存 

二 保存期間が満了したときの措置の設定 

三 法人文書ファイル管理簿への記載 

四 移管又は廃棄（移管・廃棄簿への記載を含む。）等 

五 管理状況の点検等 

六 法人文書の作成、標準文書保存期間基準の作成等による法人文書の整理その他法人文書の管理

に関する職員の指導 

（文書管理担当者） 

第９条 文書管理担当者は、文書管理者（前条第３項の文書管理者を除く。）が指名する者をもって

充てる。ただし、職員がいない場合にあっては、文書管理担当者を置かないことができる。 



 

 

２ 前条第３項の文書管理者は、文書管理担当者を指名する場合にあっては、総務部総務課長と協議

して定める。 

３ 文書管理担当者は、文書管理者を補佐する。 

 （監査責任者） 

第１０条 監査責任者は、監査室長をもって充てる。 

２ 監査責任者は、法人文書の管理の状況について監査を行うものとする。 

 （職員の責務） 

第１１条 職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管

理者の指示に従い、法人文書を適正に管理しなければならない。 

第３章 文書の接受及び配付等 

（接受） 

第１２条 組織又は職を名宛人とする文書は、総務部総務課総務係又は各学習センター総務係若しく

は事務係（以下「文書担当係」という。）において接受するものとする。 

２ 職員が文書を直接受け取ったときは、速やかに文書担当係へ回付しなければならない。 

（区分及び配付） 

第１３条 文書担当係において接受した文書のうち、親展文書、書留郵便物及び電報以外の文書（以

下「普通文書」という。）は、文書担当係において直ちに開封し、文書担当係の長が点検のうえ、

主管の課等別に区分するものとする。 

２ 前項の規定によって区分したときは、文書担当係において、文書処理簿（別紙様式第１号）に所

要事項を記入するとともに、受領印を押させて主管の課等に配付するものとする。 

３ 主管の課等の文書管理担当者は、配付を受けた法人文書に関する所要事項を文書記録簿（別紙様

式第１号の２）に記入し、文書番号及び文書記号を取得するものとする。ただし、簡易な文書につ

いては、この限りではない。 

４ 書留郵便物は、開封しないまま文書担当係において、書留郵便物接受簿（別紙様式第２号）に所

要事項を記入のうえ、受領印を押させて名宛人又は主管の課等に配付する。 

５ 電報は、文書担当係において、電報接受簿（別紙様式第３号）に所要事項を記入のうえ、受領印

を押させて名宛人又は主管の課等に配付する。 

６ 組織の業務に用いられる文書と認められる親展文書は、名宛人が不在のため事務の処理に支障を

きたすおそれがあるときは、第１項の規定にかかわらず、特定の者が開封し、閲覧することができ

る。 

（所掌事務に関する事項が記載されていない文書の取扱い） 

第１４条 接受した文書のうち学園の所掌事務に関する事項が記載されていないもの及び次項の規定

により回付を受けた文書は、文書担当係において返送し、又は転送する。 

２ 主管の課等は、その所掌事務に関する事項が記載されていない文書が配布されたときは、これを

文書担当係に回付しなければならない。 

第４章 文書の起案、決裁及び合議等 

（起案文書の区分） 

第１５条 文書は、原則として次の区分によって起案する（以下「起案文書」という。）ものとし、

当該文書の区分を件名の最後にかっこ書きする等明示しなければならない。 

通知 事実の通知に関する文書（届出を含む。） 

依頼 依頼に関する文書 

照会 照会に関する文書 

回答 依頼、照会、協議等に対して回答する文書 

報告 法令等に基づいて官庁、上司その他に報告する文書 

伺定 規則、基準、内規等を定める文書 



 

 

申請 許可、認可、承認等を求めるために提出する文書 

契約 契約に関する文書 

供閲 供閲に関する文書 

証明 事実の証明に関する文書 

伺い 資料作成、経費支出、予算要求等の伺いに関する文書 

事務連絡 単なる事務的な連絡文書 

（文書の起案要領） 

第１６条 文書の起案は、放送大学学園原議書（別紙様式第４号。以下「原議書」という。）を用い

て行うものとする。ただし、人事異動及び会計に関する文書については、別に定める様式によるこ

とができる。 

２ 文書の起案は、案件ごとに行うものとする。 

３ 起案文書は、常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号）、現代仮名遣い（昭和６１年内閣告示第

１号）、送り仮名の付け方（昭和４８年内閣告示第２号）及び外来語の表記（平成３年内閣告示第

２号）等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。 

４ 起案文書には、関係文書及び資料（以下「関係書類」という。）を添付するものとする。ただし、

その必要がないと認められるときは、この限りでない。 

５ 文書のとじ方は、左とじとし、起案後に改ざんができないようにしなければならない。ただし、

とじる方向については、縦書きのもの及び縦書きの関係書類が添付されているものは、右とじとす

ることができる。 

（名義及び決裁） 

第１７条 起案文書の名義及び決裁については、放送大学学園文書決裁規程（平成１５年放送大学学

園規程第４号）の定めるところによる。 

（至急を要する起案文書の処理） 

第１８条 至急を要する起案文書は、原議書の上辺に赤紙を付せんし、他の起案文書に優先して処理

しなければならない。 

２ 至急を要する起案文書のうち、特に緊急を要するものは、持回りで承認を得なければならない。 

（代理決裁） 

第１９条 決裁を行う者（以下「決裁者」という。）が出張又は休暇等で不在の場合において、施行

の急を要する起案文書については、定型的又は軽微な事項を内容とする限り、決裁者より直近の下

位の職にある者が代決することができる。 

２ 前項の場合には、事後に決裁者の承認を得なければならない。 

（合議） 

第２０条 起案文書の内容が他の課等の所掌事務に関係のあるときは、起案文書を当該課等に合議し

なければならない。ただし、決裁の終った後、起案文書の内容を当該課等に連絡することをもって

たりる場合及び起案文書のうち供閲に関する文書について、その写しを関係する課等に配布する場

合には、この限りでない。 

（合議における起案文書の訂正） 

第２１条 合議を受けた課等において起案文書の訂正を要すると認めるときは、起案した課等と協議

しなければならない。 

２ 前項の協議によって起案文書を訂正するときは、訂正者は必要に応じその箇所に訂正印を押印す

るものとする。 

（起案文書の変更及び廃案） 

第２２条 起案者は、決裁の過程において起案文書の内容に重要な変更があったとき又は起案文書が

廃案になったときは、上司及び合議した課等にその旨を連絡しなければならない。 

（施行の日） 



 

 

第２３条 決裁の終った起案文書（以下「決裁文書」という。）の施行は、決裁の日とする。ただし、

特別の理由のあるときは、決裁の日と異にすることができる。 

（文書記号等の記入） 

第２４条 起案者は、決裁文書に関する所要事項を文書記録簿に記入し、文書記号及び文書番号を取

得し、当該決裁文書の原議書に文書記号及び文書番号並びに決裁年月日を記入しなければならない。 

（決裁文書の保存） 

第２４条の２ 文書管理者は、前条の規定による文書記号等の記入が終了した決裁文書について、そ

の保存のため、とじ目の確認のための処理を行わなければならない。 

（浄書、印刷等） 

第２５条 決裁文書の浄書、照合及び印刷は、起案課等において行うものとする。 

（公印押印上の注意） 

第２６条 放送大学学園公印規程（平成１５年放送大学学園規程第５号）第７条の規定に定めるとこ

ろにより、公印使用簿に所要事項を記入のうえ、押印する。 

（発送） 

第２７条 文書の発送は、文書担当係において行うものとする。ただし、一時に多数の文書を発送す

るときの発送の準備は、主管の課等において行うものとする。 

２ 文書を発送する場合において、郵送するものについては、郵便物発送簿（別紙様式第５号）及び

郵便切手等受払簿（別紙様式第６号）にそれぞれ所要事項を記入して発送しなければならない。 

３ 前項の規定により発送したとき、又は使送するときは、文書処理簿及び原議書に、それぞれ所要

事項を記入しなければならない。 

（完結） 

第２８条 決裁文書は、当該文書の案件の処理の終ったときをもって完結するものとする。 

第５章 秘密文書の取扱い 

（秘密文書） 

第２９条 この章で「秘密文書」とは、秘密の保護が必要な事項が記載されている法人文書をいう。 

２ 秘密文書の指定及び作成は、必要最低限にとどめるよう努めるものとする。 

（秘密文書の指定等） 

第３０条 秘密文書の指定は、当該秘密文書を管理する第８条に規定する文書管理者が行う。 

２ 文書管理者は、前項の指定を行うときは、あらかじめ秘密文書として取り扱う期間（以下「秘密

取扱期間」という。）を定めなければならない。 

３ 文書管理者は、秘密取扱期間が満了する前に当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくな

ったと認めるときは、その指定を解除し、その旨を当該秘密文書の関係者に連絡しなければならな

い。 

（表示等） 

第３１条 秘密文書の指定がなされたときは、当該秘密文書の文書管理者において秘密文書に当該秘

密文書の秘密取扱期間及び主管の課室等の名称を表示し、当該文書に関する所要事項を文書記録簿

に記入し、一連番号を取得するものとする。 

（秘密文書の取扱責任者） 

第３２条 秘密文書の取扱責任者は、文書管理者とする。 

（送達） 

第３３条 第２７条の規定にかかわらず、秘密文書を送達するときは、取扱責任者の指定する方法に

より送達するものとする。 

（複製） 

第３４条 職員は、秘密文書を複製してはならない。 

２ 職員は、秘密文書の指定を行った文書管理者の承認を得たときは、秘密文書を複製することがで



 

 

きる。 

（保管） 

第３５条 秘密文書を保管するときは、厳重に保管するものとする。 

（処分） 

第３６条 文書管理者は、秘密文書を保管する必要がなくなったときは、当該秘密文書を焼却する等

復元することができない方法により処分しなければならない。 

（他の機関等の秘密文書の取扱い） 

第３７条 他の機関等から接受した秘密文書は、この章に定めるところに準じて取り扱うものとする。 

第６章 法人文書の整理 

 （職員の整理義務） 

第３８条 職員は、次条及び第４０条に従い、次の各号に掲げる整理を行わなければならない。 

一 作成又は取得した法人文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の

満了する日を設定すること。 

二 相互に密接な関連を有する法人文書を法人文書ファイルにまとめること。 

三 前号の法人文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満

了する日を設定すること。 

（法人文書の分類） 

第３９条 事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な法人文書の分類を行うため、放送大学学園

法人文書分類基準表（別紙様式第７号。以下「分類基準表」という。）を作成しなければならない。 

２ 分類基準表は、毎年１回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うものとする。 

（法人文書ファイル管理簿の調製及び公表） 

第４０条 総括文書管理者は、学園の法人文書ファイル管理簿（別紙様式第８号）について、公文書

等の管理に関する法律施行令（平成２２年政令第２５０号。以下「施行令」という。）第１５条第

２項の規定に基づき、文書管理システムを用いて調製するものとする。 

２ 法人文書ファイル管理簿は、あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、イ

ンターネットで公表しなければならない。 

３ 法人文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した場合には、当該事務

所の場所を官報で公示しなければならない。  

 （法人文書ファイル管理簿への記載） 

第４１条 文書管理者は、少なくとも毎年度１回、管理する法人文書ファイル等（保存期間が１年以

上のものに限る。）の現況について、施行令第１５条第１項各号に掲げる事項を法人文書ファイル

管理簿に記載しなければならない。 

２ 前項の記載に当たっては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律

第１４０号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。）第５条各号に規定する不開示情報に該

当する場合には、当該不開示情報を明示しないようにしなければならない。 

３ 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、独立行政法人国立公文書館に

移管し、又は廃棄した場合は、当該法人文書ファイル等に関する法人文書ファイル管理簿の記載を

削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃

棄簿に記載しなければならない。 

第７章 法人文書の保存、移管及び廃棄 

（保存期間） 

第４２条 法人文書の保存期間の区分は、無期限、３０年、１０年、５年、４年、３年、２年、１年

及び事務処理上必要な１年未満の期間の９種とする。 

２ 基準及び前項の保存期間の設定においては、法第２条第６項の歴史公文書等に該当するとされた

法人文書にあっては、１年以上の保存期間を定めるものとする。 



 

 

（個々の法人文書の保存） 

第４３条 法人文書を作成し、又は取得したときは、前条の法人文書の保存期間の区分により、当該

法人文書の保存期間の満了する日を設定するとともに、当該法人文書を当該保存期間の満了する日

までの間保存する。 

（保存期間の計算方法） 

第４４条 学園において作成し、又は取得した法人文書の保存期間は、法人文書保存期間基準（別表

第１）の上欄に掲げる法人文書の区分（以下「区分」という。）に応じ、それぞれの作成又は取得

の日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して同表の下欄に定める期間とする。ただし、文書

作成取得日から１年以内の日であって４月１日以外の日を起算日とすることが法人文書の適切な管

理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。 

（保存期間の設定単位） 

第４５条 前条の規定により個々の法人文書の保存期間の満了する日を設定するに当たっては、原則

として、法人文書ファイル単位で行うものとする。 

（保存媒体の変換等） 

第４６条 法人文書の保存に当たっては、その必要に応じ、当該法人文書に代えて、内容を同じくす

る同一又は他の媒体の法人文書を作成することができる。 

２ 前項の規定により保存媒体の変換を行った場合には、新たに媒体を異にする法人文書として法人

文書ファイル管理簿に追加しなければならない。 

（保存期間の延長） 

第４７条 次に掲げる法人文書については、第４３条の規定にかかわらず、保存期間の満了する日後

においても、その内容の区分に応じ、それぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存する。た

だし、一の区分に該当する法人文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日

のいずれか遅い日までの間保存する。 

一 現に監査、検査等の対象になっているもの 

当該監査、検査等が終了するまでの間 

二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 

当該訴訟が終結するまでの間 

三 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 

当該審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して１年間 

四 開示請求があったもの 

独立行政法人等情報公開法第９条各項の決定の日の翌日から起算して１年間 

（職務遂行上必要な場合の保存期間の延長） 

第４８条 第４３条及び前条の規定にかかわらず、文書管理者は、保存期間が満了した法人文書につ

いて、職務の遂行上必要があると認めるときは、総括文書管理者の承認を得て、その必要な限度に

おいて、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。この場合において、当該延長

に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の規定により、保存期間を延長したときは、延長する法人文書の名称、年月日を記載した記

録、延長した期間及び理由を第６条第１項に規定する総括文書管理者に提出しなければならない。 

 （法人文書ファイル保存要領） 

第４９条 総括文書管理者は、法人文書ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、

放送大学学園法人文書ファイル保存要領（以下「保存要領」という。）を作成するものとする。 

２ 保存要領には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 紙文書の保存場所・方法 

二 電子文書の保存場所・方法 

三 引継手続 



 

 

四 集中管理の推進に関する方針 

五 その他適切な保存を確保するための措置 

（法人文書の保存方法） 

第５０条 文書管理者は、保存要領に従い、法人文書ファイル等について、当該法人文書ファイル等

の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に

引き継いだ場合は、この限りでない。 

２ 法人文書は、保存期間が満了する日まで必要に応じ、記録媒体の変換を行うなどにより、適正か

つ確実に利用できる方法で保存するものとする。 

（保存期間満了後の取扱い） 

第５１条 文書管理者は、法人文書ファイル等について、別表第２に基づき、保存期間の満了前ので

きる限り早い時期に、法第１１条第１項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。 

２ 前条第１項の法人文書ファイル等については、総括文書管理者の同意を得た上で、法人文書ファ

イル管理簿への記載により、前項の措置を定めるものとする。 

３ 総括文書管理者は、前項の同意に当たっては、必要に応じ、独立行政法人国立公文書館の専門的

技術的助言を求めることができる。 

（資料室への引継） 

第５１条の２ 文書管理者は、必要と認められる法人文書について、保存期間が満了する時において、

情報部図書情報課長と協議の上、放送大学関係資料室に引き継ぐことができる。 

２ 前項の規定による引継を行う法人文書は、文書管理者の変更を行うとともに第４８条の規定によ

る保存期間の延長の措置をとらなければならない。 

（移管又は廃棄） 

第５２条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した法人文書ファイル等に

ついて、前条第１項の規定による定めに基づき、独立行政法人国立公文書館に移管し、又は廃棄し

なければならない。 

２ 文書管理者は、前項の規定により移管する法人文書ファイル等に、法第１６条第１項第２号に掲

げる場合に該当するものとして利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管

理者の同意を得た上で、独立行政法人国立公文書館に意見を提出しなければならない。 

（保存期間満了前の法人文書の廃棄） 

第５３条 法人文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別な理由があるときは、理

事長の承認を得て、当該法人文書を廃棄することができる。 

（廃棄簿の作成） 

第５４条 法人文書の廃棄を行うに当たっては、放送大学学園法人文書ファイル廃棄簿（別紙様式第

９号。以下「廃棄簿」という。）に廃棄する法人文書の名称及び年月日を記載しなければならない。 

２ 前条に規定する法人文書の廃棄を行うに当たっては、廃棄簿に廃棄する法人文書の名称、特別の

理由及び年月日を記載しなければならない。 

（廃棄の方法） 

第５５条 前条に規定する廃棄簿への記載を完了した法人文書は、適切な方法で速やかに処分しなけ

ればならない。 

第８章 点検・監査及び管理状況の報告等 

 （点検・監査） 

第５６条 文書管理者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度１

回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。 

２ 監査責任者は、法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度１回、監査を行い、その結果を

総括文書管理者に報告しなければならない。 

３ 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、法人文書の管理について必要な措置を講ず



 

 

るものとする。 

 （紛失等への対応） 

第５７条 文書管理者は、法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総

括文書管理者に報告しなければならない。 

２ 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置

を講ずるものとする。 

 （管理状況の報告等） 

第５８条 総括文書管理者は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理状況につ

いて、毎年度、内閣府に報告するものとする。 

第９章 研修 

 （研修の実施） 

第５９条 総括文書管理者は、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知

識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。 

 （研修への参加） 

第６０条 文書管理者は、総括文書管理者及び独立行政法人国立公文書館その他の機関が実施する研

修に職員を積極的に参加させなければならない。 

第１０章 雑則 

（他の法令等との調整） 

第６１条 この規程にかかわらず、法律及びこれに基づく命令の規定により、法人文書の分類、作成、

保存、廃棄その他の法人文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっ

ては、当該事項については、当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによるものとする。 

（実施細目） 

第６２条 この規程に定めるもののほか、法人文書の管理について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３１日） 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年７月９日） 

この規程は、平成１６年７月９日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日） 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月３０日） 

この規程は、平成２０年５月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３０日） 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 独立行政法人メディア教育開発センターから継承した法人文書の保存期間は、第３５条の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

  附 則（平成２２年３月２４日） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２２年３月３０日） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年９月２２日） 

この規程は、平成２３年９月２２日から施行する。 

附 則（平成２３年１１月１日） 

この規程は、平成２３年１１月１日から施行する。 



 

 

附 則（平成２５年３月５日） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１５日） 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月２８日） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年４月２６日） 

 この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月１６日） 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則（令和６年４月９日） 

 この規程は、令和６年４月９日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 



別表第１　法人文書保存期間基準（第３条の２、第４４条関係）

保 存 期 間

 管理運営関係  本学園の沿革記録に関するもので重要なもの 無期限

 本学園が発行する広報・学報・職員録等に関するもの（保存用） 無期限

 創基記念式典など本学園が主催する記念行事に関するもので重要なもの 無期限

 放送大学教育振興基金に関するもの 無期限

 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの ３０年

 教育、研究及び事務組織の設置並びに改廃に関するもの ３０年

 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関するもの ３０年

 法令・規則・通達等で本学園の規則の規範となるもの ３０年

 諸規則の制定・改廃に関するもの ３０年

 訴訟に関するもの ３０年

 学長の選考に関するもの ３０年

 評議会・教授会の記録に関するもの ３０年

 理事会・評議員会の記録に関するもの ３０年

 文書の作成又は保存の状況が記載されているもの ３０年

 文書ファイル管理簿等 ３０年

 文部科学省及び総務省からの諸令達・通達及び往復書簡で重要なもの １０年

 本学園の沿革記録に関するもの １０年

 各種委員会の記録に関するもので重要なもの １０年

 各種統計調査に関するもので重要なもの １０年

 入学式、卒業式、学位授与式、その他本学園が主催する記念行事に関するもの １０年

 監事監査に関するもの １０年

 法令の解釈・運用基準 １０年

 許認可等の審査基準 １０年

 行政不服審査等の結果が記録されているもの １０年

 出張に関するもの １０年

 文書処理に関する表簿 　５年

 文部科学省及び総務省からの諸令達・通達及び往復書簡 　５年

 学長会議、事務局長会議、部長会議等などに関するもので重要なもの 　５年

 各種委員会の記録に関するもの 　５年

 公印使用簿 　５年

 学術講演会の実施に関するもの 　５年

 各種統計調査に関するもの 　５年

 文部科学省等への報告等で重要なもの 　５年

 本学園が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 　５年

 後援名義に関するもの 　５年

 内部監査に関するもの 　５年

 連絡会議等の資料 　３年

 職員の渡航に関するもの 　３年

 学内通知文書 　１年

 陳情、請願に関するもの 　１年

 週間・月間予定 １年未満

 学長会議・事務局長会議、部長会議等に関するもの １年未満

 会議室の使用に関するもの １年未満

 文部科学省等への報告等 １年未満

 人事関係  人事記録文書（常勤） 無期限

 履歴等に関するもの ３０年（退職後）

 栄典・表彰に関するもの １０年

 給与に関するもの １０年

 財形に関するもの １０年

 任用に関するもの １０年

 人事事務処理調査に関するもの １０年

 教員の公募に関するもの １０年

 教員の資格審査に関するもの １０年

 人事記録文書（非常勤） 　５年

 職員の健康管理に関するもの 　５年

 継続長期組合員に関するもの 　５年

 災害補償に関するもの ５年（完結の日から）

文　書　の　類　型



 雇用保険に関するもの 　４年

 勤務時間・休暇に関するもの 　３年

 諸手当に関するもの ３年（支給喪失から）

 退職手当支給に関するもの ３年（支給喪失から）

 職員の勤務の状況が記録されたもの ３年（支給喪失から）

 職員の兼業に関するもの ３年（兼業終了後）

 研修に関するもの 　３年

 レクリエーションに関するもの 　１年

 身分証明書に関するもの １年（有効期間終了後）

 会計関係  実地監査等の報告 　５年

 教務関係  卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳に関するもの 無期限

 学位授与に関するもの 無期限

 学籍に関するもの 無期限

 印刷教材に関するもの（保存用） 無期限

 シラバス（保存用） 無期限

 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要なもの ３０年

 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 １０年

 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもので重要なもの １０年

 学生教育研究災害傷害保険に関するもの １０年

 日本学生支援機構及びその他の育英団体の奨学金に関するもの 　５年

 入学料、授業料等の免除に関するもので重要なもの 　５年

 健康診断表、学生相談記録等学生の健康管理に関するもので重要なもの 　５年

 学生の就職先に関するもので重要なもの 　５年

 学生証等各種証明書発行に関するもので重要なもの 　５年

 学生団体に関するもので重要なもの 　５年

 課外教育の実施に関するもので重要なもの 　５年

 入学手続書類に関するもの 　５年

 単位認定試験に関するもの 　５年

 面接授業に関するもの（成績評価の根拠となるものを除く） 　５年

 学生団体に関するもの 　５年

 学生の生活支援に関するもの 　５年

 学生の表彰に関するもの 　５年

 学生の在籍に関するもの 　５年

 入学試験等に関するもの 　５年

 学生の派遣に関するもの 　５年

 入学料、授業料等の免除に関するもの 　３年

 シラバスに関するもの 　３年

 健康診断表、学生相談記録等学生の健康管理に関するもの 　３年

 学生の就職先に関するもの 　３年

 学生証等各種証明書発行に関するもの 　３年

 課外教育の実施に関するもの 　３年

 休講に関するもの 　３年

 福利厚生施設の利用に関するもの 　３年

 学生旅客運賃割引証の交付に関するもの 　３年

 学生に関する記録で軽易なもの 　１年

 面接授業における成績評価の根拠となるもの ８ヶ月

 国際交流関係  日本学術振興会等との国際学術交流事業に関するもので重要なもの １０年

 日本学術振興会等との国際学術交流事業に関するもの 　５年

 国際協力助成に関するもの 　５年

 在外研究員及び国際研究集会派遣研究員等に関するもの 　５年

 外国人研究者等の受入れに関するもの 　５年

 大学間学術交流協定書 ３年（失効後）

 大学間学生交流協定書 ３年（失効後）

 講習会・研究集会に関するもの 　３年

 国際交流に関する情報提供・広報活動に関するもの 　３年

 海外の教育研究機関との往復書簡 　３年

 講習会・研究集会に関するもので軽易なもの 　１年

 研究助成関係  科学研究費補助金の申請等に関するもの ５年（研究終了後）

 研究協力関係  発明委員会における審査に関するもの ３０年

 民間等との共同研究申込書 　５年

 受託研究申込書 　５年



 受託研究員申請書 　５年

 奨学寄附金申込書 　５年

 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員、奨学寄附金の受入審査に関す
るもの

　５年

 受託研究の実績報告に関するもの 　５年

 研究交流促進法第１１条第２項に基づく国有敷地の廉価使用認定申請に関す
るもの

　５年

 共同試験研究促進税制の証明に関するもの 　５年

 連携協力関係  単位互換に関するもの 　３年

 連携協力に関するもの 　３年

 大学間単位互換協定書 ３年（失効後）

 学校間連携協力覚書 ３年（失効後）

 情報ｼｽﾃﾑ関係  情報システムの管理運営に関するもので重要なもの ５年（システム廃止後）

 情報システムの開発に関するもので重要なもの ５年（システム廃止後）

 情報システムの管理運営に関するもの 　５年

 情報システムの開発に関するもの 　５年

 放送関係  無線局の免許、再免許、変更、検査等に関するもの ５年（免許、再免許後）

 無線局検査簿 使用終了後５年間

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の運用、運行に関するもの 　５年

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の新設、更新、改修、補修、撤
去、点検、保守、業務委託の実施伺い等に関するもの

　５年

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の点検結果、保守結果、業務委
託結果等に関するもの

　５年

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の渉外に関するもの 　５年

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の検討に関するもの 　５年

 覚書、協定書等に関するもの ５年（失効後）

 基幹放送局提供事業者及び電気通信事業者（衛星に係るものに限る）に委託
して放送番組を放送する業務に関するもの

　５年

 再放送同意に関するもの ５年（失効後）

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の障害に関するもの
１年（障害発生箇所の更
新、改修、補修、撤去
後）

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の新設、更新、改修、補修、撤
去時の納入成果物に関するもの

１年（当該設備の更新、
改修、補修、撤去後）

 放送番組に対する意見に関するもの 　１年

 図書館関係  蔵書目録 ３０年

 蔵書統計 ３０年

 利用統計 ３０年

 貴重図書に係る基準等に関するもの １０年

 資料の収集及び整理に係る基準等に関するもの １０年

 資料の受入及び除籍に係る基準等に関するもの １０年

 資料の寄贈及び交換に係る基準等に関するもの １０年

 資料の閲覧及び貸出に係る基準等に関するもの １０年

 参考業務に係る基準等に関するもの １０年

 他機関との相互利用に関するもの 　５年

 資料の除籍に関するもの 　５年

 資料の購入に関するもの 　５年

 資料の寄贈及び交換に関するもの 　５年

 資料の製本及び修理に関するもの 　５年

 整理業務に関するもの 　３年

 閲覧業務に関するもの 　３年

 貸出業務に関するもの 　３年

 資料の利用に関するもの 　３年

 文献複写に関するもの 　３年

 図書館広報誌等の作成に係るもの 　３年

 図書館に利用に関するもの 　１年

 図書館利用者名簿 　１年

 その他  上記に掲げるもののほか、無期限保存が必要であると認めるもの 無期限

　  上記に掲げるもののほか、３０年保存が必要であると認めるもの ３０年

　  上記に掲げるもののほか、１０年保存が必要であると認めるもの １０年

　  上記に掲げるもののほか、５年保存が必要であると認めるもの 　５年

　  上記に掲げるもののほか、３年保存が必要であると認めるもの 　３年

　　  上記に掲げるもののほか、１年保存が必要であると認めるもの 　１年

　  その他１年以上の保存を要しないもの １年未満



別表第２　保存期間満了時の措置の設定基準（第５１条関係）

保存期間満了時の措置

 管理運営関係  公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 廃棄

 教育、研究及び事務組織の設置並びに改廃に関するもの 廃棄

 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関するもの 廃棄

 法令・規則・通達等で本学園の規則の規範となるもの 廃棄

 諸規則の制定・改廃に関するもの 廃棄

 訴訟に関するもの 廃棄

 学長の選考に関するもの 廃棄

 評議会・教授会の記録に関するもの 廃棄

 理事会・評議員会の記録に関するもの 廃棄

 文書の作成又は保存の状況が記載されているもの 廃棄

 文書ファイル管理簿等 廃棄

 文部科学省及び総務省からの諸令達・通達及び往復書簡で重要なもの 廃棄

 本学園の沿革記録に関するもの 廃棄

 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 廃棄

 各種統計調査に関するもので重要なもの 廃棄

 入学式、卒業式、学位授与式、その他本学園が主催する記念行事に関するもの 廃棄

 監事監査に関するもの 廃棄

 法令の解釈・運用基準 廃棄

 許認可等の審査基準 廃棄

 行政不服審査等の結果が記録されているもの 廃棄

 出張に関するもの 廃棄

 文書処理に関する表簿 廃棄

 文部科学省及び総務省からの諸令達・通達及び往復書簡 廃棄

 学長会議、事務局長会議、部長会議等などに関するもので重要なもの 廃棄

 各種委員会の記録に関するもの 廃棄

 公印使用簿 廃棄

 学術講演会の実施に関するもの 廃棄

 各種統計調査に関するもの 廃棄

 文部科学省等への報告等で重要なもの 廃棄

 本学園が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 廃棄

文　書　の　類　型

１　基本的考え方

　法第１条の目的において、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、
健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るも
のであること」及び「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務
が全うされるようにすること」とされ、法第４条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事
務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定
されており、以下の【Ⅰ】～【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その
他の文書」に当たり、保存期間満了後には独立行政法人国立公文書館に移管するものとする。

【Ⅰ】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に
　　　関する重要な情報が記録された文書
【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書
【Ⅲ】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書
【Ⅳ】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書

２　具体的な移管・廃棄の判断指針

　１の基本的考え方に基づいて、個別の法人文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移管・廃棄）の
　　判断については、以下の（1）～（2）に沿って行う。
　（1）別表第１に掲げられた業務に係る法人文書ファイル等の保存期間満了時の措置については、次
　　の表（用語の意義は、別表第１の用語の意義による。）の右欄のとおりとする。



 後援名義に関するもの 廃棄

 内部監査に関するもの 廃棄

 連絡会議等の資料 廃棄

 職員の渡航に関するもの 廃棄

 学内通知文書 廃棄

 陳情、請願に関するもの 廃棄

 週間・月間予定 廃棄

 学長会議・事務局長会議、部長会議等に関するもの 廃棄

 会議室の使用に関するもの 廃棄

 文部科学省等への報告等 廃棄

 人事関係  履歴等に関するもの 廃棄

 栄典・表彰に関するもの 廃棄

 給与に関するもの 廃棄

 財形に関するもの 廃棄

 任用に関するもの 廃棄

 人事事務処理調査に関するもの 廃棄

 教員の公募に関するもの 廃棄

 教員の資格審査に関するもの 廃棄

 人事記録文書（非常勤） 廃棄

 職員の健康管理に関するもの 廃棄

 継続長期組合員に関するもの 廃棄

 災害補償に関するもの 廃棄

 雇用保険に関するもの 廃棄

 勤務時間・休暇に関するもの 廃棄

 諸手当に関するもの 廃棄

 退職手当支給に関するもの 廃棄

 職員の勤務の状況が記録されたもの 廃棄

 職員の兼業に関するもの 廃棄

 研修に関するもの 廃棄

 レクリエーションに関するもの 廃棄

 身分証明書に関するもの 廃棄

 会計関係  実地監査等の報告 廃棄

 教務関係  学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要なもの 廃棄

 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 廃棄

 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもので重要なもの 廃棄

 学生教育研究災害傷害保険に関するもの 廃棄

 日本学生支援機構及びその他の育英団体の奨学金に関するもの 廃棄

 入学料、授業料等の免除に関するもので重要なもの 廃棄

 健康診断表、学生相談記録等学生の健康管理に関するもので重要なもの 廃棄

 学生の就職先に関するもので重要なもの 廃棄

 学生証等各種証明書発行に関するもので重要なもの 廃棄

 学生団体に関するもので重要なもの 廃棄

 課外教育の実施に関するもので重要なもの 廃棄

 入学手続書類に関するもの 廃棄

 単位認定試験に関するもの 廃棄

 面接授業に関するもの（成績評価の根拠となるものを除く） 廃棄

 学生団体に関するもの 廃棄

 学生の生活支援に関するもの 廃棄

 学生の表彰に関するもの 廃棄

 学生の在籍に関するもの 廃棄

 入学試験等に関するもの 廃棄

 学生の派遣に関するもの 廃棄

 入学料、授業料等の免除に関するもの 廃棄

 シラバスに関するもの 廃棄

 健康診断表、学生相談記録等学生の健康管理に関するもの 廃棄

 学生の就職先に関するもの 廃棄

 学生証等各種証明書発行に関するもの 廃棄

 課外教育の実施に関するもの 廃棄

 休講に関するもの 廃棄



 福利厚生施設の利用に関するもの 廃棄

 学生旅客運賃割引証の交付に関するもの 廃棄

 学生に関する記録で軽易なもの 廃棄

 面接授業における成績評価の根拠となるもの 廃棄

 国際交流関係  日本学術振興会等との国際学術交流事業に関するもので重要なもの 廃棄

 日本学術振興会等との国際学術交流事業に関するもの 廃棄

 国際協力助成に関するもの 廃棄

 在外研究員及び国際研究集会派遣研究員等に関するもの 廃棄

 外国人研究者等の受入れに関するもの 廃棄

 大学間学術交流協定書 廃棄

 大学間学生交流協定書 廃棄

 講習会・研究集会に関するもの 廃棄

 国際交流に関する情報提供・広報活動に関するもの 廃棄

 海外の教育研究機関との往復書簡 廃棄

 講習会・研究集会に関するもので軽易なもの 廃棄

 研究助成関係  科学研究費補助金の申請等に関するもの 廃棄

 研究協力関係  発明委員会における審査に関するもの 廃棄

 民間等との共同研究申込書 廃棄

 受託研究申込書 廃棄

 受託研究員申請書 廃棄

 奨学寄附金申込書 廃棄

 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員、奨学寄附金の受入審査に関す
るもの

廃棄

 受託研究の実績報告に関するもの 廃棄

 研究交流促進法第１１条第２項に基づく国有敷地の廉価使用認定申請に関す
るもの

廃棄

 共同試験研究促進税制の証明に関するもの 廃棄

 連携協力関係  単位互換に関するもの 廃棄

 連携協力に関するもの 廃棄

 大学間単位互換協定書 廃棄

 学校間連携協力覚書 廃棄

 情報ｼｽﾃﾑ関係  情報システムの管理運営に関するもので重要なもの 廃棄

 情報システムの開発に関するもので重要なもの 廃棄

 情報システムの管理運営に関するもの 廃棄

 情報システムの開発に関するもの 廃棄

 放送関係  無線局の免許、再免許、変更、検査等に関するもの 廃棄

 無線局検査簿 廃棄

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の運用、運行に関するもの 廃棄

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の新設、更新、改修、補修、撤
去、点検、保守、業務委託の実施伺い等に関するもの

廃棄

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の点検結果、保守結果、業務委
託結果等に関するもの

廃棄

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の渉外に関するもの 廃棄

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の検討に関するもの 廃棄

 覚書、協定書等に関するもの 廃棄

 基幹放送局提供事業者及び電気通信事業者（衛星に係るものに限る）に委託
して放送番組を放送する業務に関するもの

廃棄

 再放送同意に関するもの 廃棄

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の障害に関するもの 廃棄

 放送関係設備（構成部品、ソフトを含む。）の新設、更新、改修、補修、撤
去時の納入成果物に関するもの

廃棄

 放送番組に対する意見に関するもの 廃棄

 図書館関係  蔵書目録 廃棄

 蔵書統計 廃棄

 利用統計 廃棄

 貴重図書に係る基準等に関するもの 廃棄

 資料の収集及び整理に係る基準等に関するもの 廃棄

 資料の受入及び除籍に係る基準等に関するもの 廃棄

 資料の寄贈及び交換に係る基準等に関するもの 廃棄

 資料の閲覧及び貸出に係る基準等に関するもの 廃棄

 参考業務に係る基準等に関するもの 廃棄

 他機関との相互利用に関するもの 廃棄



 資料の除籍に関するもの 廃棄

 資料の購入に関するもの 廃棄

 資料の寄贈及び交換に関するもの 廃棄

 資料の製本及び修理に関するもの 廃棄

 整理業務に関するもの 廃棄

 閲覧業務に関するもの 廃棄

 貸出業務に関するもの 廃棄

 資料の利用に関するもの 廃棄

 文献複写に関するもの 廃棄

 図書館広報誌等の作成に係るもの 廃棄

 図書館に利用に関するもの 廃棄

 図書館利用者名簿 廃棄

 その他  上記に掲げるもののほか、３０年保存が必要であると認めるもの 廃棄

　  上記に掲げるもののほか、１０年保存が必要であると認めるもの 廃棄

　  上記に掲げるもののほか、５年保存が必要であると認めるもの 廃棄

　  上記に掲げるもののほか、３年保存が必要であると認めるもの 廃棄

　　  上記に掲げるもののほか、１年保存が必要であると認めるもの 廃棄

　  その他１年以上の保存を要しないもの 廃棄

注
①「移管」とされている文書が含まれている法人文書ファイル等はすべて移管することとする。
②「廃棄｣とされているものであっても、１の基本的考え方に照らして、国家・社会として記録を共有
　すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が
　将来に活かされるようなものについては、移管が必要となる。
③移管については、当該業務を主管する課等の文書管理者において行うものとする。

（2）上記に記載のない業務に関しては、１の基本的考え方に照らして、文書管理者において個別に判断
　　するものとする。



別紙様式第１号（第１３条第２項関係） 

文 書 処 理 簿 

件  
 

名 

 記号 
番号 

 
第            号 

決裁 ・     ・ 

 

接 
 

受 
 

文 
 

書 

受付年月日 文書記号番号 発信年月日 発  信  者 受 信 者 配 付 受 領 印 

・  ・ 第   号 ・  ・     

・  ・ 第   号 ・  ・     

・  ・ 第   号 ・  ・     

・  ・ 第   号 ・  ・     

・  ・ 第   号 ・  ・     

・  ・ 第   号 ・  ・     

 

発 
 

送 
 

文 
 

書 

施行年月日 発 信 者  受     信     者 発 送 原議返付 受 領 印 

・  ・      

・  ・      

・  ・      

・  ・      

・  ・      

・  ・      

 



決裁 発送

先方の文書年月日 先方の文書記号番号 取得年月日 決裁年月日 施行年月日 一連番号 秘密取扱期間

別紙様式第１号の２（第１３条第３項、第２４条、第３１条関係）

秘密文書接受
文書記号番号 件名 区分

文　書　記　録　簿（　　　　年度）



別紙様式第２号（第１３条第４項関係） 

書 留 郵 便 物  接 受 簿 

受付年月日 種 別 書留番号 発信者 受信者 受領印 
取扱 
者印 

備 考

        

        

        

 



別紙様式第３号（第１３条第５項関係） 

電   報   接   受   簿 

受付年月日 発 信 者 受 信 者 受領印 
取扱 
者印 

備 考 

      

      

      

 



 

 付せん
箇 所

 

別紙様式第４号（第１６条関係） 

記録分類            放送大学学園原議書 

発 送 
    年  月  日 
    年  月  日 

文書記号・ 
文書番号・ 

 
    第     号 

決裁 ：   年  月  日 
完結 ：   年  月  日 

先方の文書 
の 年 月 日 ：     年  月  日 先方の文書記号 

   文書番号 ：
 

件 名 

受信者 発信者 

   上記のことについて別紙のように 
してよろしいか、伺います。 
します。 

     年   月   日起案 
起案部課 
及 び：
起 案 者 

部

課

起案者 
 
（内線   番）

理 事 長 理事 監事 事務局長 部長 次長・室長・課長
（事務長） 

学  長 副 学 長 図書館長・次世代教育研究開発センター長
（学習センター所長） 

 

合 議 

 文書担当係  
 



別紙様式第５号（第２７条関係） 

郵  便  物  発  送  簿 

発信部課 
発信者名 

 発信年月日    年   月   日 

受信者 ほか       件 内 容 
公文書（   第   号）、

事務連絡、パンフレット類、

その他（        ） 

種 別 
 

料 金 

種 別 取 扱 重 量 ・ 地 帯 数 量 料 金 

定 形 
定 形 外 
ハ ガ キ 
普 通 小 包 
書 籍 小 包 
通 信 教 育 
外 国 郵 便 
（書 状 ・ 印 刷 物

ハガキ・小包） 

国 際 ビ ジ ネ ス 
そ の 他 
（       ） 

普 通 
速 達 
書 留 
簡 易 書 留 
現 金 書 留 
航 空 便 
船 便 
そ の 他 
（      ） 

 
 
 

ｇ

 
 
 
 
 
 
 

第      地帯 
（市内・その他） 

 
 

通 円

合 計    通 円
 

備 考  

 



別紙様式第６号（第２７条関係） 

                              郵 便 切 手 等 受 払 簿 

種別：はがき 往復はがき 郵便切手（  ） 

月・日 受 入 払 出 残 
取扱 
者印 

主 管

課長印 
備 考 

 枚 枚 枚    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



別紙様式第７号 （第３９条関係）

文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 文書分類（小分類） 保存期間 備考

法人文書分類基準表　　　      　　　　



別紙様式第８号（第４０条関係）

大分類 中分類
保存場所 管理担当課・係等

保存期間満了
時の措置結果

備　　　　　考

法　人　文　書　フ　ァ　イ　ル　管　理　簿　　　　
法　人　文　書　フ　ァ　イ　ル　名 作  成  者 起算日

保存期間
満了時期

媒体の種別
文　　書　　分　　類

作成・取得年度等 保存期間



別紙様式第９号（第５４条関係）

文書分類（大分
類）

文書分類（中分類）
文書分類（小分

類）
法人文書ファイル名 作成者 作成（取得）時期 保存期間 保存期間満了時期 管理担当課・係 備考

法　人　文　書　フ　ァ　イ　ル　廃　棄　簿　　　　　


